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令和８年度 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金・保険） 
育休短時間任期付職員（事務職員） 採用試験要項 

 
令和８年２月 24日 

大阪市東淀川区役所 

１ 採用予定者数・受験資格・任用期間 

採用予定者数 １名 

受験資格 
・一般的な事務作業（パソコン入力、窓口・電話対応等）のできる方 

・地方公務員法第 16条各号（４ページ参照）に該当しない方 

任用期間 
令和８年４月 15日～令和９年３月 31日 

※育児短時間勤務期間延長により任用期間延長の可能性あり。 

 

２ 試験日時・場所、及び試験の方法 

日時・場所 
日時：令和８年３月 23日（月）午前９時 30分集合 

場所：東淀川区役所２階 201会議室 

試験の方法 

 

・筆記（論文）試験 

回答形式：公務を遂行する際に必要な一般教養及び基礎知識、文章

構成力及び表現力等について行います。（50分） 

・口述（面接）試験 

主として人物について面接により行います。筆記試験終了後に続け

て実施します。 

※応募者数により変更する場合があります。詳細な時間・場所は「受験案内」により通知します。 

※試験の合否は、筆記試験及び面接試験の結果により決定します。 

※試験結果については、令和８年３月 26日（木）頃に受験者全員に送付します。 

 

３ 合格から採用まで 

（１）筆記試験及び面接試験の成績が一定基準以上で上位のものを合格とします。 

（２）受験者の成績が一定の水準に達しない場合は合格者数が採用予定数を下回る場合があります。 

（３）合格後、受験資格がないこと又は申込みの内容に虚偽が認められた場合には、合格・登録を取り 

消すことがあります。 

 

４ 受験手続 

受験申込については、送付または持参にて受け付けます。郵送の場合は必ず簡易書留で申込みくだ

さい。 

申込方法 【受付期間】 

令和８年２月 24日（火）から令和８年３月９日（月）まで 

＜送付の場合：令和８年３月９日（月）必着＞ 

＜持参の場合：令和８年３月９日（月）まで※土・日・祝を除く 

午前９時～午後５時の間、提出先にご持参ください＞ 
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【提出先】 

〒５３３－８５０１ 

大阪市東淀川区豊新２丁目１番４号（東淀川区役所１階６番窓口） 

大阪市東淀川区役所窓口サービス課（保険年金・保険） 

＜送付の場合＞ 

※「育休短時間任期付職員採用申込書在中」と朱書した封筒に、次の①②③の書

類を入れて送付してください。 

なお、簡易書留以外の方法により送付された場合の事故については、責任を

負いません。また、配達料金不足の場合は受け付けません。 

＜持参の場合＞ 

※土曜日・日曜日・祝日を除く午前９時～午後５時の間に、次の①②③の書類を

提出先にご持参ください。 

 

【必要書類】 

※次の書類等に不備がある場合は、受験できないことがあります。 

①大阪市育休短時間任期付職員採用申込書  １通 

※過去３か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してくださ

い。 

※採用申込書は、本市所定の様式に限ります。 

※採用申込書は、後掲の申込書配付場所まで受け取りに来ていただくか、大阪

市東淀川区役所ホームページから取得してください。 

②申し立て書  １通 

※申し立て書は、本市所定の様式に限ります。 

③「受験案内」送付用の定型封筒(長形３号)  １通 

※必ず宛先を記載のうえ、110円分の切手を貼付してください。 

切手の貼付がない場合は、受験案内の送付をしませんので、必ず貼付してく

ださい。 

受験案内

の送付 

試験時間等の詳細については、令和８年３月 10日（火）付け（予定）に発送する受験

案内により受験者本人あてに通知します。 

なお、令和８年３月 18日（水）までに受験案内が届かない場合は、同日午後５時まで

に大阪市東淀川区役所窓口サービス課（保険年金・保険）あてに連絡してください。 

 

５ 従事する職務等 

職務内容 ・窓口サービス課（保険年金・保険）の電話・窓口対応業務 

・国民健康保険給付関係業務 

・後期高齢者医療資格・給付・収納関係業務 

・その他課長が必要と認める業務 
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６ 勤務条件 

勤務場所 東淀川区役所窓口サービス課（保険年金・保険） 

勤務時間・休憩時間・休

日・勤務場所 

①  勤務時間・休憩時間 

午前９時から午後２時 45分（１日５時間勤務、休憩時間 45分） 

②  休日 

土・日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・年末年始（12月

29 日から翌年１月３日）及び月曜日から金曜日のうち本市が指定

する１日 

③  勤務場所 

   大阪市東淀川区役所窓口サービス課（保険年金・保険） 

休暇 16日間 

付与期間：令和８年４月 15日～令和９年３月 31日 

（その他特別休暇あり） 

給料 【給料等（令和８年２月 24日現在）】 

月額 117,586円（地域手当を含む。） 

なお、職歴などがある方については、その経歴に応じて加算されること

があります。 

また、その他各種手当（通勤手当、超過勤務手当、期末勤勉手当等）に

ついて、本市基準により支給します。 

社会保険等 大阪市職員共済組合に加入し、厚生年金及び雇用保険に加入となります。 

 

７ 試験結果の開示 

試験の結果、不合格の場合には、次の要領で申し出ることにより成績をお知らせします。 

試験不合格者の得点（筆記・面接）及び順位については、令和８年３月 27日（金）及び３月 30日

（月）の午前９時～正午、午後１時～午後５時、大阪市東淀川区役所窓口サービス課（保険年金・保

険）内において開示しますので、受験者本人が顔写真の添付のある身分を証明できる書類（運転免許

証、パスポート又は学生証等）を持参のうえ、口頭で申し出てください。 

 

８ 備考 

（１）この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。 

（２）合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。 

（３）受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個

人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理します。 
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＊この試験についての問い合わせは 

大阪市東淀川区役所窓口サービス課（保険年金・保険） 

〒５３３－８５０１ 

大阪市東淀川区豊新２丁目１番４号 東淀川区役所１階６番窓口 

電話 ０６－４８０９－９９５６  担当：竹内・大路 

 

最寄り駅：阪急「上新庄」駅から徒歩 15分 

阪急「淡路」駅から徒歩 20分 

ＪＲおおさか東線「ＪＲ淡路」駅から徒歩 15分 

大阪シティバス「豊新二丁目」停留所から徒歩５分 

大阪シティバス「東淀川区役所前」停留所すぐ 

 

 

（参 考） 

地方公務員法（抜粋） 

〔欠格条項〕 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は

競争試験若しくは選考を受けることができない。 

一  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

二  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過

しない者 

三  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに

規定する罪を犯し刑に処せられた者 

四  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

 


